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LINEで市政情報をお届け！
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家探しをサポート！お試し移住用のシェアハウスもあります。

地元高校を卒業後に上京しましたが、家庭の事情により５年前にＵタ
ーンし、約２０年ぶりに十日町市に戻りました。
育休の取得中に多様な生き方をする移住者と多く関わり、現在は脱サ
ラして、養蜂業や松之山温泉を利用した塩づくりにも挑戦しています。
多様な価値観を受け入れてくれる柔軟な住民性、四季折々の自然の
恵み、そして地域や人の魅力を伝え、自身の活動の中で繋がったご縁
を活かして、十日町市をさらに活性化したいと思っています。
今年の秋頃からはオンラインによる移住相談も開始予定です。
まずはお気軽にご連絡ください。

移住のことなら、移住支援員のほんまさん

シェアハウス

■新水シェアハウスは、市街地から車で約２０分の“ちょうどいい“
　田舎ぐらし。広い土間の共用スペースでは餅つきなどが行われ
　ます。月額家賃は28,000円から。　
■竹所シェアハウスは、古民家再生のスペシャリストであるカー
　ル・ベンクス氏によるおしゃれなデザイン。美しい景観の中で、
　農のある暮らしが送れます。月額家賃は23,000円から。
　※詳細は十日町市ホームページをご覧ください。

単身移住者向けのシェアハウスが２軒、空室あり。
移住の第１ステップとしてご利用ください。

十日町市空き家バンク

空き家を使いたい人と空き家を貸したい・売りたい人をつなげ
て、移住・定住の促進及び地域の活性化を図るため、「空き家バン
ク」制度を設けています。「空き家バンク」では十日町市内の売却・
賃貸できる空き家情報を、十日町市に移住（Uターン、Iターン）を
考えている方へ提供しています。

市内にある売却・賃貸できる
空き家情報を公開しています。

「十日町市公式LINEアカウント」では移住に役立つ情報を配信中。
移住ご検討中の方は「友だち登録」をお願いします。

1

【友だち登録方法】

公式アカウントから
「十日町市」で検索 

「友だち追加」より「ID検索」で
「@tokamachicity」で検索

QR読み取り

2

3 N E W

令和３年７月から専用の移住相談窓口を開設。
補助金、空き家バンク、子育て・教育、しごと、お試し移住プログラムなど、移住全般をサポートしています。

本
間
志
朗
さ
ん

「受信設定」から、
『移住・定住』や『イベント・観光』など
自分の欲しい情報を選択することができます！

【移住相談窓口】
十日町市役所本庁舎２F 企画政策課内
☎ 025-755-5137　E-mail: t-kikaku@city.tokamachi.lg.jp
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市外からの移住で最大１００万円！

・市外からの移住で単身最大４０万円、世帯最大９０万円
・令和２年４月１日～令和４年２月２８日の間に移住した方対象
・申請期間は転入後１年以内

<詳細条件>　①新潟県の移住就業促進関連事業を利用して就業または起業　②テレワーカー
③十日町市が定める関係人口に該当　④申請期間は転入後３か月～１年以内（今年度の受付は
令和４年２月２８日まで）

結婚した２人に最大３０万円!

【対象】
・令和３年１月１日～令和４年３月３１日の間に婚姻した夫婦
・令和２年分の夫婦の合計所得が４００万円未満
・申請時点で十日町市に居住していて、継続して５年以上住
み続けること
【補助内容】令和３年１月～令和４年３月の間に支払った引越
しや住宅費用に対して最大３０万円
【申請期間】令和３年７月１日～令和４年３月３１日

1   2

移住後もテレワークで市外企業の仕事を続ける方、フリ
ーランスでテレワークをする方
新たにパソコンや事務用品を購入したりネット回線接
続工事をしたりする費用を最大２０万円支援します。

UIターン促進奨学金等
返還支援事業補助金
大学等を卒業後、十日町市に移住・ 就労しながら
奨学金を返還する若者に５年間で最大１００万円

第３子からの
保育料無償化
１８歳以下のお子さんが３人以上
いるご家庭は、３人目以降のお子
さんの保育料無料※詳細はお問い合わせください

教育総務課 庶務係
新潟県十日町市水口沢12番地(川西庁舎3階)
☎ 025-757-3118

5. 新築・中古取得、実家リフォーム支援

○住宅新築に最大６０万円
○新築用の土地購入で最大１００万円
○空き家など中古物件購入で最大２０万円
○移住後の生活のために実家をリフォームで最大１０万円

6. 免許取得支援、通勤支援

○運転免許（普通自動車のみ）の取得費用で最大
　１０万円補助
○遠方に通勤するための、電車やバスの定期券代
　を最大１０万円補助

N E W N E W

1.  ふるさと回帰支援事業補助金

2.  東京２３区からの移住支援金
東京２３区に５年以上在住、または東京圏(埼玉、神奈川、千葉)に在住しながら
東京２３区に５年以上通勤及び通学していた方が、令和3年3月1日以降に移住
すると「単身」最大６０万円、「世帯」最大１００万円を補助します。

3. 結婚新生活支援事業補助金

※上記の２つのうち、一方のみ利用可能です。

4~6の補助金の組み合わせで最大190万円を支援

4. テレワーク支援

子育て支援課 保育園係
☎ 025-757-9169
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